
2021.3改定 

＜給水契約の内容について＞ 
水道のご使用にあたっては、愛
知郡広域行政組合水道事業給水
条例等が契約内容となります。 
内容については、 
ホームページを 
ご確認ください。 
 
https://www.echi-kouiki.jp/ 

愛知郡上水道加入者変更届 

   年   月   日 

愛知郡広域行政組合 管理者 様                              届出者住所 〒 

                                                                         

以下の通り加入者変更の届け出を致します。                        フ リ ガ ナ 

氏  名                      ㊞ 

電話番号       －      －            

量水器設置場所  
市 

 町  番地  変更日       年    月    日 
郡 

 

 

 

水道事務所記入欄（処理月：      年      月） ※太枠内は記入しないでください。  

水 栓 番 号  メ ー タ ー 番 号  再・中・仮・納・月末 

メーター設置の有無 （設置済み・取付・撤去） 検 針 日 ・ 指 示 数 年   月   日    ㎥ 処理者： 

閉 開 栓 の 種 類 閉開栓キャップ ・ ピン ・ ビス ・ ハンドル ・ レバー ・ （          ） 

量 水 器 の 口 径 1 3 ㎜ ・ 2 0 ㎜ ・ 2 5 ㎜ ・ 3 0 ㎜ ・ 4 0 ㎜ ・ 5 0 ㎜ ・ 7 5 ㎜ 

変  更  前  変  更  後 

前
所
有
者 

住所 
〒 

 

 

現
所
有
者 

住所 
〒 

 

フリガナ   フリガナ  

氏名 ㊞ 
→ 

氏名 ㊞ 

電話 －        －  電話 －        － 

前
使
用
者 

住所 
〒 

 

 

現
使
用
者 

住所 
〒 

 

フリガナ   フリガナ  

氏名 ㊞ 
→ 氏名 ㊞ 

電話 －        －  電話 －        － 

前
料
金
納
入
者 

住所 
〒 

 

 
現
料
金
納
入
者 

住所 
〒 

 

フリガナ   フリガナ  

氏名 ㊞ 
→ 氏名 ㊞ 

電話 －        －  電話 －        － 
＜返送先＞ 
 〒527-0172 
 滋賀県東近江市鯰江町 1676  
愛知郡広域行政組合 

 水道事務所 宛 
TEL：0749-46-0168 
I  P：050-5801-0900 
FAX：0749-46-8020 

 

給水装置所有者が所在不明等の
ため連署することができないと
き、現所有者は当該給水装置の
所有権取得を証明する書類を提
出して、連署に代えることがで
きます。 
（注意）本届出に関し、後日利
害関係人からの異議申し出があ
っても、当事務所はその責任を
負いません。 

（原本は必ず郵送してください。） 


